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(57)【要約】
【課題】ユーザの生体情報を測定する測定装置において
、ユーザの利便性を向上させる照明機能を提供するとと
もに、測定装置としての消費電力の増加を可及的に抑制
する。
【解決手段】ユーザの生体情報を測定する生体情報測定
装置であって、装置本体と、装置本体に設けられ、生体
情報を測定するセンサーが着脱される着脱部と、装置本
体内において着脱部から離間した位置で、該着脱部以外
の生体情報測定装置の構成のための光源として機能する
光源部と、光源部によって照射された光を、センサーが
着脱される着脱部近傍の所定位置まで導く導光部材と、
を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの生体情報を測定する生体情報測定装置であって、
　装置本体と、
　前記装置本体に設けられ、前記生体情報を測定するセンサーが着脱される着脱部と、
　前記装置本体内において前記着脱部から離間した位置で、該着脱部以外の前記生体情報
測定装置の構成のための光源として機能する光源部と、
　前記光源部によって照射された光を、前記センサーが着脱される前記着脱部近傍の所定
位置まで導く導光部材と、
　を備える、生体情報測定装置。
【請求項２】
　前記センサーを介して測定された生体情報を表示するディスプレイを、更に備え、
　前記光源部は、前記ディスプレイの光源として機能するバックライトである、請求項１
に記載の生体情報測定装置。
【請求項３】
　前記着脱部は、前記装置本体の側面に設けられ、
　前記導光部材は、前記バックライトの光を前記所定位置に導く長さを有する、
　請求項２に記載の生体情報測定装置。
【請求項４】
　ユーザが前記生体情報測定装置を操作するための操作部を、更に備え、
　前記操作部がユーザに操作されると、前記光源部による発光が行われ、前記導光部材に
よって前記所定位置へその光が導かれる、
　請求項１から請求項３の何れか一項に記載の生体情報測定装置。
【請求項５】
　前記センサーが前記着脱部に装着されると、前記光源部による発光が行われ、前記導光
部材によって前記所定位置へその光が導かれる、
　請求項４に記載の生体情報測定装置。
【請求項６】
　前記生体情報測定装置は、ユーザの血糖値を測定する装置であり、
　前記着脱部には、ユーザの血液が点着されてその血糖値に応じた電流出力を出す血糖値
測定用センサーが着脱される、
　請求項１から請求項５の何れか一項に記載の生体情報測定装置。
【請求項７】
　前記生体情報測定装置は、ユーザが携帯可能な装置である、
　請求項１から請求項６の何れか一項に記載の生体情報測定装置。
【請求項８】
　装置本体と、ユーザの生体情報を測定するセンサーが、装置外部から前記装置本体に着
脱される着脱部と、を有し、ユーザの生体情報を測定する生体情報測定装置において、該
着脱部近傍の照明を行う照明方法であって、
　前記装置本体内において前記着脱部から離間した位置で、該着脱部以外の前記生体情報
測定装置の構成のための光源として機能する光源部を発光させる第一ステップと、
　前記第一ステップで、前記光源部によって照射された光を、前記センサーが着脱される
前記着脱部近傍の所定位置と該光源部との間に設けられた導光部材を介して、該所定位置
まで導く第二ステップと、
　を含む、生体情報測定装置における照明方法。
【請求項９】
　装置本体と、ユーザの生体情報を測定するセンサーが、装置外部から前記装置本体に着
脱される着脱部と、を有する生体情報測定装置において、ユーザの生体情報を測定する測
定方法であって、
　前記装置本体内において前記着脱部から離間した位置で、該着脱部以外の前記生体情報
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測定装置の構成のための光源として機能する光源部を発光させる発光ステップと、
　前記発光ステップでの前記光源部が、前記着脱部近傍の所定位置と該光源部との間に設
けられた導光部材に対して発光している状態で、前記着脱部への前記センサーの装着を受
け付ける装着ステップと、
　を含む、生体情報測定方法。
【請求項１０】
　装置本体と、ユーザの生体情報を測定するセンサーが、装置外部から前記装置本体に着
脱される着脱部と、を有する生体情報測定装置において、ユーザの生体情報を測定する測
定方法であって、
　前記着脱部への前記センサーの装着を受け付ける装着ステップと、
　前記装着ステップにおいて前記センサーの装着が受け付けられると、前記装置本体内に
おいて前記着脱部から離間した位置で該着脱部以外の前記生体情報測定装置の構成のため
の光源として機能する光源部を、前記着脱部近傍の所定位置と該光源部との間に設けられ
た導光部材に対して発光させる発光ステップと、
　を含む、生体情報測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの生体情報を測定する測定装置、生体情報測定装置における照明方法
および生体情報測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病患者等、健康管理上、その血糖値を測定し、食事量や運動量をコントロールしな
ければならないユーザにとって、その測定装置の操作性や、測定に要する準備等は極めて
大きな問題である。そこで、ユーザが日々の生活において比較的容易に、血糖値を測定で
きるように携帯型の測定装置が開発され、そこには血糖値管理を助ける様々な機能が搭載
されている。一般に、携帯型の測定装置では、そのセンサーは使い捨てであり、測定ごと
に新しいセンサーを測定装置に取り付けて、測定のための血液のセンサーへの点着を行う
。そして、夜間等の比較的暗い場所での測定も容易に行えるように、血液の点着を行う領
域の近傍を照らす照明装置を備えた測定装置の開発も行われている（たとえば、特許文献
１を参照）。特許文献１に開示される測定装置では、発光ダイオード等を用いて、採血が
行われるユーザの指をスポットライト式で照明する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２８４４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　血糖値等の生体情報を測定する装置が使用される状況を踏まえると、それは昼間に限ら
れず夜間等の周囲が比較的暗い状況下で使用される機会も多い。そのため生体情報を測定
するためのセンサーを装置本体に着脱する際の、ユーザの利便性は、測定装置自体の操作
性に直結する課題である。一方で、携帯型の測定装置では特に言えることであるが、測定
装置自体の消費電力を可能な限り抑制することが昨今の環境認識の高まりから求められて
いる。
【０００５】
　すなわち、従来技術のように、採血場所の照明を行う照明装置（発光ダイオード等）を
測定装置に設置することでユーザの利便性は向上するが、その背反として消費電力が高く
なり、携帯型の測定装置の電源寿命が短くなる。
【０００６】
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　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、ユーザの生体情報を測定する測定装
置において、ユーザの利便性を向上させる照明機能を提供するとともに、測定装置として
の消費電力の増加を可及的に抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明においては、上記課題を解決するために、生体情報測定装置において既に何らか
の構成のための光源として機能している光源部から発せられる光を、導光部材を介して、
測定のためのセンサーが着脱される所定の場所へ導くこととした。これにより、センサー
の着脱のために新たに光源を設ける必要が無く、測定装置おける消費電力がいたずらに上
昇することを回避できる。
【０００８】
　詳細には、本発明は、ユーザの生体情報を測定する生体情報測定装置であって、装置本
体と、前記装置本体に設けられ、前記生体情報を測定するセンサーが着脱される着脱部と
、前記装置本体内において前記着脱部から離間した位置で、該着脱部以外の前記生体情報
測定装置の構成のための光源として機能する光源部と、前記光源部によって照射された光
を、前記センサーが着脱される前記着脱部近傍の所定位置まで導く導光部材と、を備える
。
【０００９】
　本発明に係る生体情報測定装置は、例えば、測定のためのセンサーが、装置本体の着脱
部に装着された状態で、そのセンサーに対して測定のための試料を点着、吸収等させるこ
とで、センサーから測定対象の生体情報に関する信号が装置本体に伝えられる。この信号
を元に、装置本体側で最終的に求められている生体情報の生体情報が生成されることにな
る。このような構成の生体情報測定装置では、ユーザは所望の生体情報の測定を行うとき
には、センサーを着脱部に装着させ、また測定が終了したときはそのセンサーを抜き取る
必要がある。したがって、ユーザの測定装置を操作する上で、センサーの装置本体への着
脱操作は、測定装置の操作性、ユーザの利便性に大きく影響を及ぼす要素と考えられる。
【００１０】
　ここで、上記生体情報測定装置では、光源部が、着脱部から離間した位置で、該着脱部
以外の生体情報測定装置の構成のための光源として機能している。すなわち、当該光源部
は、既に生体情報測定装置の一構成として組み込まれているものであり、上記課題を解決
するために新たに装置内に組み込まれたものではない。したがって、生体情報計装置にお
いて、既に組み込まれて、何らかの光源として機能する構成は、上記光源部に相当する。
【００１１】
　しかし、この光源部と着脱部の近傍の所定位置との間に導光部材が配置されることで、
本来的には着脱部用の照明ではない光源部の光を、着脱部の近傍に導き、着脱部へのセン
サーの装着、脱着を支援することができる。特に、この導光部材によって導かれた光は、
周囲が暗い環境下でのユーザのセンサー脱着操作を効果的に支援するとともに、当該支援
のための発光用に直接的に電力を消費する構成ではないため、生体情報測定装置としての
消費電力をいたずらに上昇させることはない。また、所定位置は、いわば導光部材により
伝えられた光がそこから照射され、センサーの脱着操作を支援できる位置であればどこで
もよい。このような所定位置は、例えば、当該支援に適切な着脱部の近傍の位置である。
なお、この所定位置には、着脱部そのものの位置も含まれてもよい。
【００１２】
　上記生体情報測定装置において、前記センサーを介して測定された生体情報を表示する
ディスプレイを、更に備える構成とし、その場合、前記光源部は、前記ディスプレイの光
源として機能するバックライトであってもよい。当該バックライトは、ユーザがディスプ
レイ上の表示を見やすくするための光源であり、すなわち測定装置内に既に組み込まれて
いる構成である。そこで、このような構成を有する生体情報測定装置においては、バック
ライトが発光する光を導光部材によって上記所定位置まで導くことで、新たに光源を設け
ることなく、上記所定位置の照明を確保することができる。
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【００１３】
　この場合、前記着脱部は、前記装置本体の側面に設けられ、前記導光部材は、前記バッ
クライトの光を前記所定位置に導く長さを有するように構成されてもよい。すなわち、導
光部材の長さを適切なものとすることで、バックライトの光を、着脱部が設けられている
離間した位置へ確実に運ぶことができる。
【００１４】
　また、上述までの生体情報測定装置において、ユーザが前記生体情報測定装置を操作す
るための操作部を、更に備える構成とし、その場合、前記操作部がユーザに操作されると
、前記光源部による発光が行われ、前記導光部材によって前記所定位置へその光が導かれ
る構成であってもよい。すなわち、ユーザが操作部を介して生体情報測定装置を操作しよ
うとする場合、その操作部への接触を契機として発光部による発光を行わせることで、セ
ンサーの脱着部への装着、そこからの脱着を容易に行うことが可能となる。
【００１５】
　また、上記生体情報測定装置において、前記センサーが前記着脱部に装着されると、前
記光源部による発光が行われ、前記導光部材によって前記所定位置へその光が導かれる構
成であってもよい。この構成によれば、センサーの装着後において導光部材を介して所定
位置に光が導かれるため、ユーザは、装着後のセンサーに対する処置、たとえば生体試料
の点着等を行いやすくなる。なお、この場合における光源部による発光は、センサーが着
脱部に装着されると同時に、もしくは装着後に行われればよい。
【００１６】
　また、上述までの生体情報測定装置において、前記生体情報測定装置は、ユーザの血糖
値を測定する装置であり、その場合、前記着脱部には、ユーザの血液が点着されてその血
糖値に応じた電流出力を出す血糖値測定用センサーが着脱される構成であってもよい。ま
た、前記生体情報測定装置は、ユーザが携帯可能な装置であってもよい。これらは一例で
あり、本発明に係る生体情報測定装置は、このような態様に限定されない。
【００１７】
　次に、本発明を生体情報測定装置における照明方法の側面から捉えることも可能である
。すなわち、本発明は、装置本体と、ユーザの生体情報を測定するセンサーが、装置外部
から前記装置本体に着脱される着脱部と、を有し、ユーザの生体情報を測定する生体情報
測定装置において、該着脱部近傍の照明を行う照明方法であって、前記装置本体内におい
て前記着脱部から離間した位置で、該着脱部以外の前記生体情報測定装置の構成のための
光源として機能する光源部を発光させる第一ステップと、前記第一ステップで、前記光源
部によって照射された光を、前記センサーが着脱される前記着脱部近傍の所定位置と該光
源部との間に設けられた導光部材を介して、該所定位置まで導く第二ステップと、を含む
。本発明に係る照明方法においても、上記生体情報測定装置の場合と同様に、センサーの
着脱用に新たな光源を設けることなく、センサーの着脱時に照明を提供することができる
ため、生体情報測定装置での消費電力をいたずらに上昇させることなく、装置の操作性を
向上し、利便性を高めることが可能となる。なお、上記生体情報測定装置について開示し
た技術的思想は、同様に本発明に係る照明方法にも適用可能である。
【００１８】
　また、本発明を生体情報測定装置を用いた生体情報の測定方法の側面から捉えることも
可能である。すなわち、本発明は、装置本体と、ユーザの生体情報を測定するセンサーが
、装置外部から前記装置本体に着脱される着脱部と、を有する生体情報測定装置において
、ユーザの生体情報を測定する測定方法であって、前記装置本体内において前記着脱部か
ら離間した位置で、該着脱部以外の前記生体情報測定装置の構成のための光源として機能
する光源部を発光させる発光ステップと、前記発光ステップでの前記光源部が、前記着脱
部近傍の所定位置と該光源部との間に設けられた導光部材に対して発光している状態で、
前記着脱部への前記センサーの装着を受け付ける装着ステップと、を含む。本発明に係る
測定方法においても、上記と同様に所定位置への照明が行われるため、センサーの装置本
体への着脱が容易に行われ得る。
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【００１９】
　更に、本発明を別の生体情報測定方法の側面から捉えることも可能である。すなわち、
本発明は、装置本体と、ユーザの生体情報を測定するセンサーが、装置外部から前記装置
本体に着脱される着脱部と、を有する生体情報測定装置において、ユーザの生体情報を測
定する測定方法であって、前記着脱部への前記センサーの装着を受け付ける装着ステップ
と、前記装着ステップにおいて前記センサーの装着が受け付けられると、前記装置本体内
において前記着脱部から離間した位置で該着脱部以外の前記生体情報測定装置の構成のた
めの光源として機能する光源部を、前記着脱部近傍の所定位置と該光源部との間に設けら
れた導光部材に対して発光させる発光ステップと、を含む。このように、センサーの装着
受け付けを起点として導光部材に対する発光が行われることで、センサーの装着後におい
ても導光部材を介して所定位置に光が導かれることになる。その結果、ユーザは、装着後
のセンサーに対する処置、たとえば生体試料の点着等を行いやすくなる。なお、この場合
における光源部による発光は、センサーが着脱部に装着されると同時に、もしくは装着受
付後のあるタイミングに行われればよい。
【発明の効果】
【００２０】
　ユーザの生体情報を測定する測定装置において、ユーザの利便性を向上させる照明機能
を提供するとともに、測定装置としての消費電力の増加を可及的に抑制することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】本発明に係る血糖値測定装置の外観構成を示す第一の図である。
【図１Ｂ】本発明に係る血糖値測定装置の外観構成を示す第二の図である。
【図２】図１に示す血糖値測定装置に形成される各機能部による機能ブロック図である。
【図３】図１に示す血糖値測定装置の液晶画面の表示例を示す図である。
【図４】図１に示す血糖値測定装置の試験片挿入溝の近傍の拡大図である。
【図５】図１に示す血糖値測定装置の表側のパネルを外した状態での、上面図である。
【図６】図５に示す血糖値測定装置のＡ－Ａ断面図である。
【図７】変形例に係る血糖値測定装置の水平断面を模式的に示す図である。
【図８】変形例に係る血糖値測定装置の鉛直断面を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に、図面を参照して本発明の実施形態に係る生体情報測定装置に相当する、血糖値
測定装置について説明する。なお、以下の実施の形態の構成は例示であり、本発明はこの
実施の形態の構成に限定されるものではない。
【実施例１】
【００２３】
＜血糖値測定装置の概略＞
　図１は、本発明に係る血糖値測定装置１の外観を示す図である。血糖値測定装置１は、
糖尿病ユーザが自己でその血糖を測定できるように構成された携帯型の測定装置である。
図に示すように、血糖値測定装置１はユーザの掌程度の大きさの細長の筐体２（装置本体
）を有することで、ユーザの操作性の向上を図るとともに、後述するように測定結果の適
切且つ迅速な管理、表示を可能とすることで、ユーザの血糖管理に資する構成となってい
る。
【００２４】
　具体的には、図１Ａに血糖値測定装置１の表側の構成を示し、図１Ｂにその裏側の構成
を示す。筐体２の表側のパネル３上には、測定結果等を表示するための液晶画面４が設け
られている。また、筐体２の端部には、血糖値測定装置１で使用される測定用の試験片、
（後述する図５に示す）を差し込む試験片挿入溝１０（本発明に係る着脱部に相当する）
が設けられている。この試験片には、ユーザから採取された血液中のグルコースと反応し
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、電気的信号を出力するセンサーが設けられており、ユーザが血糖値測定の際にこのセン
サーに自己の血液を点着させて、血糖値測定装置１による測定を行うこととなる。当該セ
ンサーとしては、たとえば、酸化還元酵素としてグルコースオキシターゼ（ＧＯＤ）を用
い、過酸化水素電極を信号出力用の電極としたセンサーが採用できる。なお、試験片その
ものの構成については、従来技術によるものであって本発明の中核ではないため、本明細
書でのその詳細な説明は省略する。
【００２５】
　また、図１Ｂに示すように、筐体２の裏側のパネル３の側面に、血糖値測定装置１を装
置するための操作ボタン７と、血糖値測定装置１と外部の装置、たとえば外部に配置され
たコンピュータ等とを通信可能に接続する通信ポート８が設けられている。操作ボタン７
は、ユーザによる押下操作、スライド操作、押下状態保持操作等の様々な操作の組み合わ
せにより、血糖値測定装置１で行われる全ての処理のための操作を可能とするものであり
、本発明に係る操作部に相当する。
【００２６】
　さらに、血糖値測定装置１の内部は、そこで行われる様々な処理を制御するための制御
部が設けられている。血糖値測定装置１における主な制御部としては、図２においてイメ
ージ化されているように、測定制御部２０、管理制御部３０、表示制御部４０、外部通信
部５０が設けられており、これらの各制御部は、血糖値測定装置１内で形成され不図示の
ＣＰＵ、メモリ、ハードディスク等を含むコンピュータ上で実行されるコンピュータプロ
グラムにより実現されるものである。また、上述した液晶画面４、操作ボタン７、通信ポ
ート８も、図２に示す各制御部に適宜接続されており、これによりユーザへの測定結果の
表示、ユーザからの操作指示の測定装置への伝達、血糖値測定装置１内で蓄積されたデー
タの外部への通信等に関するプログラム処理が実行される。以下、本発明に係る血糖値測
定装置１の制御部の構成を説明する。
【００２７】
　上述したように、血糖値測定装置１の制御部は、主に血糖値の測定に関する測定制御を
行う測定制御部２０、測定結果に関する管理制御を行う管理制御部３０、測定結果の表示
制御を行う表示制御部４０、測定装置外との通信制御を行う外部通信部５０で形成されて
いるが、これ以外の制御部を含む構成となっていてもかまわない。詳細には、測定制御部
２０は、試験片確認部２１、血糖値測定部２２、測定結果記録部２３、低血糖アラーム部
２４を有している。試験片確認部２１は、上述した血糖値測定のための試験片が血糖値測
定装置１側にセットされて測定可能な状態になっているかについて確認を行う機能部であ
り、血糖値測定部２２は、確認された試験片からの出力信号に基づいてユーザの血糖値を
測定する機能部である。また、測定結果記録部２３は、血糖値測定部２２によって測定さ
れた結果を、血糖値測定装置１内の記録装置（メモリ）にデータ保存、記録するための機
能部である。さらに、低血糖アラーム部２４は、測定された結果が、適正血糖値に関する
基準範囲よりも低い場合にはユーザに対して低血糖であることをアラーム報知する機能部
である。
【００２８】
　また、管理制御部３０は、状態フラグ設定部３１、経過時間設定部３２、パラメータ設
定部３３を有している。状態フラグ設定部３１は、ユーザの血糖値に影響を及ぼす血糖値
測定の際の体の状態に関するフラグを設定する機能であり、当該機能により、ユーザの血
糖値管理を効率的なものとすることができる。なお、本実施例では、ユーザの体の状態を
表すフラグとして、運動後、食前、食後に関する状態フラグが採用される。この状態フラ
グの設定については、ユーザが操作ボタン７を操作し、液晶画面４に表示される内容に従
って行われる。具体的には、ユーザは、状態フラグとして、運動後フラグ、食前フラグ、
食後フラグ、状態フラグ無しの４つからボタン操作により選択を行い、その選択に応じた
状態フラグが、測定血糖値と関連付けられて血糖値測定装置１内に記録されることになる
。これらの状態フラグは、ユーザの血糖値に強い関連性を有する体の状態に関するフラグ
であるから、このように測定された血糖値に状態フラグを関連付けることは、血糖値管理
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上極めて有用である。
【００２９】
　なお、これらの状態フラグの液晶画面４での表示は、表示部制御部４０によって行われ
る。この表示制御部４０は、測定制御部２０による血糖値の測定結果や管理制御部３０に
より設定された状態フラグ等を、血糖値測定装置１の液晶画面に表示するための制御部で
ある。図３に、表示制御部４０によって行われる液晶画面４上の表示の一例を示す。この
表示画面例では、説明のためにアイコンや数値を一同にまとめて表示している。液晶画面
４の左側には、矩形状の表示領域であって、測定結果をグラフ表示するグラフ表示領域Ｄ
Ｒ１が形成され、その中央部には測定された血糖値等を表示する測定数値表示領域ＤＲ２
が形成され、この測定数値表示領域ＤＲ２の周囲に、様々な意味を持つアイコンおよび所
定の経過時間を表示するアイコン表示領域ＤＲ３が形成されている。このアイコン表示領
域ＤＲ３に表示されるアイコンには、低血糖アラーム用のアイコン「ＨＹＰＯ」、上述し
た状態フラグとしての運動後フラグ用アイコンＩｃ１、食前フラグ用アイコンＩｃ２、食
後フラグ用の第一アイコンＩｃ３、第二アイコンＩｃ４が含まれる。さらに、アイコン表
示領域ＤＲ３において、食後フラグ用の第一および第二アイコンに隣接して、食後経過時
間Ｅｔが表示される。なお、表示制御部４０による表示制御自体は、本発明の中核を為す
ものではないため、本明細書ではその詳細な説明は割愛する。
【００３０】
　また状態フラグ設定部３１によって設定された状態フラグが、食後フラグである場合に
は、本実施例に係る血糖値測定装置１では、食事で摂った食事量に関する情報もユーザは
設定できる。具体的には、ユーザの主観において、満腹量の食事を摂ったときを１００％
としたとき、５０％、８０％、１００％の三種類の中から一つを食事量として、ユーザは
選択的できる。なお、本実施例に係る血糖値測定装置１では、この食後フラグの選択は、
図３のアイコン表示領域ＤＲ３において食後フラグ用の第一アイコンＩｃ３の表示で表さ
れ、食事量に関する表示は、食後フラグ用の第二アイコンＩｃ４の表示とともに、当該ア
イコン内に表示されるバー（棒）の数を変更して行われる。たとえば、食事量が１００％
の場合はバーの数は三本であり（図３に示す状態）、８０％、５０％の場合はそれぞれバ
ーの数は、二本、一本とされる。このように食事量に関するデータを食後フラグと関連付
けることで、ユーザは、どのような量の食事を摂ったときの血糖値が測定されたのかを知
ることができ、食事量と血糖値の関連を理解するとともに食事量の調整等、血糖値に関す
る健康管理を行いやすくなる。
【００３１】
　次に、経過時間設定部３２は、状態フラグ設定部３１で食後の状態フラグが設定された
ときの、食事終了時点からの経過時間を設定する機能部である。経過時間設定部３２は、
測定に先んじて、食事終了時点からの経過時間を自動的にカウントする経過時間カウンタ
ーを設定し、当該カウンターによりカウントされた経過時間を、その時点での測定結果の
血糖値に関連付けする。なお、この経過時間は、図３のアイコン表示領域ＤＲ３において
食後経過時間Ｅｔとして表示される。これにより、ユーザは、上記食事量に加えて、食事
終了からどの程度の時間が経過したときの測定血糖値であるかを認識することができるた
め、さらに血糖値に関する健康管理を行いやすくなる。また、パラメータ設定部３３は、
血糖値測定装置１で使用される様々な制御用のパラメータを設定する機能部である。当該
パラメータとしては、血糖値測定装置１内で用いられる日時や後述する試験片の容器開封
日等がある。このような管理制御部３０が有する機能部によって、ユーザは自己の血糖値
に関する測定結果の管理を効率的に行うことが可能となる。
【００３２】
　また、外部通信部５０は、特に測定制御部２０によって測定された結果や、管理制御部
３０によって管理された状態フラグ等の情報を、血糖値測定装置１外に送信する制御部で
ある。本発明に係る血糖値測定装置１においては、外部通信部５０による通信制御は中核
を為すものではないため、本明細書では外部通信部５０によって外部通信機能が発揮され
ることを記載するに留め、その詳細については割愛する。
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【００３３】
　ここで、血糖値測定装置１に血糖値測定のための試験片が挿入される試験片挿入溝１０
近傍の構成について、図４～図６に基づいて説明する。図４は、試験片挿入溝１０近傍の
血糖値測定装置１の外観の拡大図であり、図５は、血糖値測定装置１において表側のパネ
ル３を外した状態における、該装置の上面図であり、図６は、図５におけるＡ－Ａの断面
図である（パネル３については点線で表示される）。血糖値測定装置１には、液晶画面４
の背面にバックライト４１が設けられている。このバックライト４１はプレート形状を有
し、血糖値測定装置１における血糖値測定のための電源から電力供給を受け、発光する。
バックライト４１は、血糖値測定装置１の長手方向の試験片挿入溝１０と反対側の端部側
に光源を有するエッジライト方式のものであり、本発明に係る光源部に相当する。
【００３４】
　ここで、血糖値測定装置１の筐体２の長手方向の側面に設けられている試験片挿入溝１
０の上側（液晶画面４が配置される装置表側方向）には、照明開口部４５が設けられてい
る。この照明開口部４５には、導光部材４２の一端４２ａが露出するように、該導光部材
４２が血糖値測定装置１内に設けられる。導光部材４２は、光が入出可能な端部４２ａ、
４２ｂを有する細長い形状を有しており、一端から入射された光を残りの一端から出射す
ることが可能な部材である。そして、導光部材４２の側部（端部以外の、長手方向に延在
する部分）は、内部に入射された光がその側部から漏れ出しにくいように表面処理が為さ
れているのが好ましい。このように形成される導光部材４２は、その一端４２ｂが、バッ
クライト４１から発せられる光が入射可能となるように、図５、図６に示すようにバック
ライト４１に隣接して配置される。一方で、残りの一端４２ａが、照明開口部４５で血糖
値測定装置１の外部に露出するように配置される。すなわち、導光部材４２は、図１Ａに
示すように表側のパネル３の中央部に配置される液晶画面４のバックライト４１と、筐体
２の側方に配置される照明開口部４５とをつなぐように、血糖値測定装置１内に配置され
ることになる。
【００３５】
　なお、血糖値測定装置１においては、図６に示すように、導光部材４２が若干傾斜して
いるように、すなわち図６において一端４２ｂが一端４２ａより若干高い位置となるよう
に配置されている。これにより、導光部材４２内を導かれる光の方向が画定される。本実
施例の場合は、この傾斜により、一端４２ａからの光は、図６におけるやや下方、すなわ
ち試験片が存在する側に照射されることになる。このように、導光部材４２の傾斜を調整
することで、一端４２ａからの光の照射範囲をある程度調整することが可能である。
【００３６】
　また、試験片挿入溝１０は、その下側に、装置の外部に若干突出した突出部を有するガ
イド部材４３が配置されており、ユーザは、このガイド部材４３の突出部を利用して、試
験片を試験片挿入溝１０内に容易に滑る込ませることができる。なお、試験片挿入溝１０
内に挿入された試験片は、溝の奥に設けられた接続部４４と電気的に接続された状態とな
ることで、上述した試験片確認部２１による試験片の挿入確認や、試験片での測定結果の
装置本体への伝達、すなわち血糖値測定部２２による血糖値測定が可能となる。
【００３７】
　このように構成される血糖値測定装置１では、液晶画面４の光源であるバックライト４
１の光が、導光部材４２を伝って、照明開口部４５から、装置外部へ照射されることにな
る。照明開口部４５の下側にはガイド部材４３が位置していることから、この照明により
試験片挿入溝１０の入口部分の近傍が照らされることになり、この結果、血糖測定装置１
への試験片の装着が容易に受け付けられることになる。特に、夜間等の薄暗い室内で血糖
値を測定しようとするときは、この導光部材４２を介したバックライト４１の光を利用し
た照明方法は、極めて有用である。また、本発明に係る血糖値測定装置１では、試験片挿
入のための専用の照明装置をその内部に設けているのではなく、導光部材４２を介して、
あくまでも液晶画面４のバックライトの光を有効に活用している構成となっている。その
ため、測定装置の構成を簡略化できるとともに、照明に要する消費電流を実質的に不要と
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することから測定装置の駆動電源の確保の観点からも好ましい。特に、携帯型の血糖値測
定装置１においては、駆動電源の確保とユーザの操作性向上とが両立されるため、実用上
、好ましい技術であることは理解されたい。なお、上記実施例では、バックライト４１と
導光部材４２とが別々に構成され、互いに隣接して配置されているが、この構成に代えて
、バックライト４１と導光部材４２とを連続した一枚の板状に形成してもよい。
【００３８】
　ここで、バックライト４１による発光は、ユーザの操作ボタン７の操作に従って行われ
る。具体的には、操作ボタン７を押下、スライド等することで、バックライト４１を点灯
させることができる。その結果、バックライト４１からの発光は導光部材４２を伝って照
明開口部４５から照射されることになる。すなわち、この操作ボタン７は、図２に基づい
て説明した各制御を行うためにユーザの指示を伝えるボタンであり、また上記照明開口部
４５からの光の照射を行うためのボタンでもある。
【００３９】
　また、上述の実施例では、試験片の装着時における照明開口部４５からの照明について
言及しているが、装着された試験片を取り外す際においても操作ボタン７を操作すること
で、当該照明を行ってもよい。さらに、試験片へのユーザの血液の点着は、試験片の装着
の前に行ってもよく、試験片を装着した後に行ってもよい。後者の場合には、試験片挿入
溝１０に試験片が装着された状態において、ユーザが操作ボタン７を操作してバックライ
ト４１を発光させて、照明開口部４５から光を照射させることで、試験片における血液の
点着箇所を照らすことができる。その結果、ユーザの血液点着作業も容易に行うことが可
能となる。さらに別法として、試験片の装着時の照明の有無にかかわらず、試験片が試験
片購入溝１０に装着されると同時に、もしくは装着後から所定時間が経過したあるタイミ
ングに、自動的にバックライト４１を発光させてもよい。
【００４０】
　ここで、バックライト４１は、消費電力抑制の観点から常時点灯していることは好まし
くない。たとえば、ユーザが操作ボタン７に対して何らかの操作を行ってから所定時間の
間だけバックライト４１が点灯するように制御することで、当該バックライト２１による
消費電力を抑制するようにしてもよい。なお、ユーザのセンサー脱着操作を効果的に支援
するためには、照明開口部４５における光度が１μCd/m2～10000Cd/m2であることが好ま
しく、1mCd/m2～2000Cd/m2であることがより好ましく、1Cd/m2～100Cd/m2であることがよ
り一層好ましい。
【００４１】
　上記実施例では、液晶画面４の光源であるバックライト４１からの光を、導光部材４２
を利用して、試験片挿入のための光源としたものであるが、血糖値測定装置１においてバ
ックライト４１以外の光源がある場合、その光源から発せられる光を導光部材によって照
明開口部４５に導く構成としても、当該構成は、本発明の範疇に属するものである。
【００４２】
　次に、本実施例の変形例に係る血糖値測定装置１を示す。図７および図８は、本変形例
に係る測定装置１の要部を示す断面図である。図７は、血糖値測定装置１に係る水平断面
（横断面）を模式的に示す図であり、図８は、同測定装置１に係る鉛直断面（縦断面）を
模式的に示す図である。本変形例における血糖値測定装置１は、この血糖測定装置１を操
作するための操作部４６、操作部４６をライトアップするための光源４７、および光源４
７の光を試験片挿入溝１０´に導くための導光部材４２´を有する。図７には、血糖測定
装置１における操作部４６、光源４７および導光部材４２´の平面的な配置関係を示して
いる。また、図８は、図７の直交断面を示している。
【００４３】
　各図に示すように、操作部４６は、血糖測定装置１の筐体の表面を構成するパネル３´
に設けられており、操作部４６を照射するための光源４７は、血糖測定装置１内の基盤４
９上であって、かつ操作部４６の下方に配置されている。図示のとおり、光源４７と試験
片挿入溝１０´の間には、光源４７の光が試験片挿入溝１０´に導かれるように導光部材
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４２´が形成されている。この例では、操作部４６は、光源４７の発光により明るく浮か
び上がる素材で形成されており、光源４７の発光により、操作部４６がライトアップされ
るとともに、光源４７の光が導光部材４２´により試験片挿入溝１０´まで導かれる。ま
た、更に別の変形例としては、上述した通信ポート８を照射するための光源を有する血糖
測定装置１において、この光源の光を試験片挿入溝に導くための導光部材を設ける態様を
採用することも可能である。これらの各変形例を含め、試験片挿入用に設けられた光源で
はない光源からの光を導光部材によって導く構成である限りにおいては、本発明の範疇に
属する構成と言える。さらに、導光部材によって光源から導かれた光を、操作ボタン７や
通信ポート８の近傍位置に照射すべく、導光部材の露出される端部を適宜配置してもよい
。これにより、ユーザの操作ボタン７の操作や通信ポート８へのアクセスを支援すること
ができる。
【符号の説明】
【００４４】
１・・・・血糖値測定装置
２・・・・筐体
４・・・・液晶画面
７・・・・操作ボタン
１０・・・・試験片挿入溝
２０・・・・測定制御部
３０・・・・管理制御部
４０・・・・表示制御部
４１・・・・バックライト
４２・・・・導光部材
４３・・・・ガイド部材
４５・・・・照明開口部
【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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